
議案第４３号 

さいたま市行政不服審査関係事務手数料条例の制定について

さいたま市行政不服審査関係事務手数料条例を次のように定める。

平成２８年２月２日提出

さいたま市長 清 水 勇 人

さいたま市行政不服審査関係事務手数料条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２７条の規定に基

づき、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号。以下「法」という。）に規定す

る事務その他法を準用する事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ 審査庁 法第９条第１項に規定する審査庁をいう。 

 ⑵ 審理員 法第１１条第２項に規定する審理員をいう。 

（種類及び額） 

第３条 手数料を徴収する事務の種類及びその額は、別表のとおりとする。 

（減免） 

第４条 審理員は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、別表第１項

の手数料を減額し、又は免除することができる。 

２ 審査庁が法第９条第１項第３号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別

の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「審理員」とある

のは、「審査庁」とする。 

（準用） 

第５条 前条第１項の規定は、法第８１条第３項において準用する法第７８条第１項

の規定による交付について準用する。この場合において、前条第１項中「審理員」

とあるのは「さいたま市行政不服審査会」と、「別表第１項」とあるのは「別表第

２項」と読み替えるものとする。 



２ 前条第１項の規定は、地方自治法第２５８条第１項において準用する法第３８条

第１項の規定による交付について準用する。この場合において、前条第１項中「審

理員」とあるのは「審査庁」と、「別表第１項」とあるのは「別表第３項」と読み

替えるものとする。 

３ 前条第１項の規定は、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２１６条第１

項において読み替えて準用する法第３８条第１項の規定による交付について準用す

る。この場合において、前条第１項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、「別表

第１項」とあるのは「別表第４項」と読み替えるものとする。 

４ 前条第１項の規定は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４３３条第１１

項において読み替えて準用する法第３８条第１項の規定による交付について準用す

る。この場合において、前条第１項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、「別表

第１項」とあるのは「別表第５項」と読み替えるものとする。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 



別表（第３条関係） 

事務の種類 手数料の額 

１ 法第３８条第１項の規定による書面若

しくは書類の写し又は電磁的記録に記載

された事項を記載した書面の交付 

用紙１枚につき １０円（カ

ラーで複写され、又は出力さ

れた用紙にあっては、１枚に

つき２０円） 

２ 法第８１条第３項において準用する法

第７８条第１項の規定による書面若しく

は書類の写し又は電磁的記録に記載され

た事項を記載した書面の交付 

用紙１枚につき １０円（カ

ラーで複写され、又は出力さ

れた用紙にあっては、１枚に

つき２０円） 

３ 地方自治法第２５８条第１項において

準用する法第３８条第１項の規定による

書面若しくは書類の写し又は電磁的記録

に記載された事項を記載した書面の交付 

用紙１枚につき １０円（カ

ラーで複写され、又は出力さ

れた用紙にあっては、１枚に

つき２０円） 

４ 公職選挙法第２１６条第１項において

読み替えて準用する法第３８条第１項の

規定による書面若しくは書類の写し又は

電磁的記録に記載された事項を記載した

書面の交付 

用紙１枚につき １０円（カ

ラーで複写され、又は出力さ

れた用紙にあっては、１枚に

つき２０円） 

５ 地方税法第４３３条第１１項において

読み替えて準用する法第３８条第１項の

規定による書類若しくは資料の写し又は

電磁的記録に記載された事項を記載した

書面の交付 

用紙１枚につき １０円（カ

ラーで複写され、又は出力さ

れた用紙にあっては、１枚に

つき２０円） 

備考 第１項から第５項までに規定する書面、書類若しくは資料の写し又は電磁的

記録に記載された事項を記載した書面の交付は、両面に複写され、又は出力され

た用紙については、片面を１枚として手数料の額を算定する。 


